
 

 

個人情報開示等手続要領 
 

 個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）第 29条に基づき、国家公務員共
済組合連合会新別府病院における個人情報の開示等の取扱いについて次のとおり定める。 
 
（開示等の請求窓口） 
１． 国家公務員共済組合連合会新別府病院における個人情報の開示等の請求窓口は医事課

とする。ただし、医事課で開示することが適当でない場合は庶務課及び診療情報管理

室とする。 
 
（申請することができる方）  
１．当院を受診された方および入院中の患者様  
２．上記１．の方が指名する親族またはそれに準ずる方  
＊それに準ずる方・・・生計を同じくしていたり、療養看護に努めているような方を

指す。なお、弁護士、生命保険等の調査員等はこれに該当しない。  
３．法定代理人（親権者・後見人など）  
＊上記１．の方において、提供された情報の内容を理解することが困難と判断される

場合に限る。  
４．実質的に上記１．の方の身の回りを世話している親族またはそれに準ずる方  
＊上記１．の方において、提供された情報の内容を理解することが困難と判断される

場合に限る。  
５．遺族の方  
＊入院中の患者様が急死された場合など、患者様が情報提供の意思表示をすることが

できなかった場合で、原則として、死亡された日の翌日から起算して６０日以内の

期間に限る。 
 
（開示する診療情報）  
１．診療録(外来カルテ・入院カルテ) 
２．看護記録  
３．検査記録・検査成績表  
４．エックス線写真  
５．画像（ＣＴ・ＭＲＩ・エコー） 
いずれも受診日または退院日からさかのぼって１０年以内に作成された記録が開示の範

囲とする。ただし、ほかの医療機関で作成された文書および、当院における治験等に関す

る諸記録は、開示の対象外となる。 
 
（開示方法） 
１．閲覧 
診療記録等およびエックス線写真のうち既往するものを閲覧することができる。閲覧時



 

 

間は、原則として１時間以内とする。 
なお、当院の事務職員が立ち会いとして同席のこととする。 

 ２．複写 
開示請求者が請求し、当院が開示することを決定した範囲の記録を複写することができ

る。 
３．医師の口頭による説明   
閲覧後に担当の医師から、診療内容についての説明を受けることができる。口頭による

説明時間は、原則として１時間以内とする。 
 
（開示等の請求に際して提出する書面の様式及び請求方法） 
開示等の請求に際して提出する書面の様式は別紙のとおりとし、来訪、郵送により受付

ける。 
 
（開示等の請求者が本人又は代理人であることの確認方法等） 
本人及び代理人（未成年又は成年被後見人の法定代理人及び本人が委任した代理人）の

確認は、次の公的証明書により行うこととする。 
 郵送による請求の場合の開示等は、当該公的証明書に記載された住所に配達記録郵便に

より送付することにより行うこととする。 
１．本人の場合 
（来訪） 
本人であることを証明する次の資料のうちいずれかをご用意することとする。 
・運転免許証 
・健康保険の被保険者証 
・写真付き住民基本台帳カード 
・外国人登録証明書等の公的証明書  
・旅券（パスポ－ト） 
・その他公的機関の発行するもので、氏名・生年月日・住所の記載のあるもの  

（郵送） 
・来訪の際に提示を求める公的証明書の写し 

２．患者様本人が指名する親族またはそれに準ずる方の場合   
・患者様本人の委任状（任意の様式） 
・患者様との関係が証明できる書類（戸籍謄本・住民票など） 
・ご本人であることを証明する資料（運転免許証・健康保険証・年金手帳等のいずれ

か）  
３．法定代理人（親権者、後見人など）の場合   
本人及び代理人の公的証明書、弁護士の場合は登録番号、代理人を示す旨の委任状 
・患者様との関係が証明できる書類（戸籍謄本・住民票など） 
・ご本人であることを証明する資料（運転免許証・健康保険証・年金手帳等）  

４．遺族の方の場合   
・患者様との関係が証明できる書類（戸籍謄本・住民票など） 



 

 

・ご本人であることを証明する資料（運転免許証・健康保険証・年金手帳等）  
 
（請求受付部署及び時間）  
１．受付部署   
当院医事課  

２．受付時間  
月曜日～金曜日（休日を除く）、午前８時３０分～午後５時１５分 

３．郵送による申請の場合  
申請方法にある該当書類を当院迄郵送することとする。郵送する書類のうち、身分証明

に必要なものについては、原本に代えてコピ－したものを１部同封する。なお郵送にかか

る実費は、申請者の方で負担することとする。また、必要書類の不足があった場合は、書

類の追加をお願いする場合がある。 
 
（回答書の通知と開示の実施） 
１．回答書の通知   
当院が請求書を受理した日（必要書類が完備した日）の翌日から１４日以内に、開示諾

否の回答書を通知する。ただし、当院での審査手続きにおいて、期間内の事務処理が困難

な場合は、この期間を受理した日（必要書類が完備した日）の翌日から３０日以内まで延

長する場合がある。 
なお、この場合は、申請書を受理した日（必要書類が完備した日）の翌日から１４日以

内に、延長の理由書を通知する。 
２．開示の実施   
当院が回答書を通知した日の翌日から３０日以内に、開示を実施する。なお、回答書に

記載している日時に、回答書及び身分証明書類をご持参のうえ、当院に来院することとす

る。 
なお、回答書及び身分証明書類を持参しない場合は開示できない。 
また、開示の当日に開示対象者以外の方が代理で来院した場合は、開示を実施しない。 

 
（費用について） 
開示請求１件にかかる手数料は、次のとおりとする。 
１．開示請求手数料 
開示請求手数料は、開示請求１件につき、５，０００円とする。手数料は請求時に支払う

こととする。審査の結果、開示しない場合でも開示請求手数料がかかる。 
２．開示実施手数料   
開示実施手数料は次のとおりとする。手数料は個人情報開示の終了後に支払いこととする。 
・複写機により複写したものの交付・・・用紙１枚につき２０円  
・Ｘ線写真を複写したものの交付・・・・フィルム１枚につき１，０００円 
・配達記録郵便料金・・・・・・・・・・実費 


